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□緊急事態宣言に伴う追加応援支援金とは
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の
対象とならず、宮城県の緊急事態宣言により影
響を受けた事業者に支援金を追加給付するもの
です。

□対象となる方は
第２弾中小企業等事業継続応援支援金の対象
事業者で、主として次の事業を営む方
１．製造業（酒類製造業）
２．運輸業（一般旅客タクシー・バス）
３．小売業（酒小売業）
４．宿泊業（温泉・旅館・ビジネスホテル）
５．生活関連サービス・娯楽業
（旅行業・興行団、運転代行業）

※次の協力金・支援金の支給を受けた事業者は除く。
１．新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
（令和３年４月５日から５月１２日までの協力要請）

２．第２弾中小企業等事業継続応援支援金における
追加給付（運転代行業は除く）

□申請期間は
令和３年７月５日から８月３１日まで

□給付額は
第２弾中小企業等事業継続応援支援金申請時
の減収影響額に応じて、最大４０万円を追加し
て給付します。

２０万円以上３０万円未満の減収　１０万円
３０万円以上４０万円未満の減収　２０万円
４０万円以上５０万円未満の減収　３０万円
５０万円以上の減収　　　　　　　４０万円

※減収影響額が２０万円に満たない場合は対象外となります。

ただし、本追加支援金は第２弾応援支援金と
合算した場合に、前年同月の平均売上金額を上
回らない金額となります。
※下記の「追加応援支援金の給付例」を参照ください。

□申請方法は　原則、「郵送申請」
※申請書類は、第２弾中小企業等事業継続応援支援金の交付
決定を受けた事業者へ郵送します。

□申請に必要なものは
◇交付申請書兼請求書
◇各種許可書等（酒類製造・酒類販売業免許、
旅館営業許可、自動車運送事業許可など）

注１）交付要綱等の詳細につきましては、栗原市ウェブサイトで
お知らせします。

注２）法人等又はその役員等が暴力団等に関係する者であると確
認された場合、交付決定を行わない又は交付決定の取消な
どの措置が講じられます。

注３）申請内容に事実と異なる記載があった場合や不正な経理が
あった場合は、支援金の返還を求めることがあります。

注４）本支援金の対象者で、第２弾中小企業等事業継続応援支援
金の申請をされなかった方は、市産業戦略課へお問い合わ
せください。

緊急事態宣言に伴う追加応援支援金
を給付します

商工観光部産業戦略課
☎22-1220 □第２弾地場産品販売促進支援事業とは

市内産の農林水産物や６次化加工品といった
地場産品販売を含む販売イベント等を開催する
ための経費の一部を助成するものです。

□対象となる販売イベント等
７月以降に実施する次のイベント
１．地場産品の販売を含む販売イベント
２．イベント開催に併せた地場産品他販売
※既存・新規のイベントは問いません。
※会場となる自治体のイベント開催方針に則っていることを前
提とします。

□対象となる経費
１．感染症予防対策費
２．会場関係費
３．宣伝費
※既存イベントと新規イベントとでは対象経費に違いがありま
すのでお問い合わせください。

□助成内容は
対象経費の４分の３以内の額（上限２０万円）

□対象となる方は
市内の販売イベント実行委員会等主催団体

□申請期限は　令和４年１月３１日まで
※予算の範囲内で先着順となります。

□申請方法は
１．販売イベント開催前に事業計画書を提出
２．販売イベント開催後に決算内容に添付して
申請書兼請求書を提出

□申請に必要なものは
◇申請書兼請求書
◇決算書と領収書の写し
◇販売イベントの写真
◇誓約書
◇振込口座と口座名義がわかる通帳等の写し

農林水産物やその加工品を含む
販売イベントに助成します

農林振興部農業政策課
☎22-1135

２．中小企業者等への支援

□新型コロナウイルス感染症生活困窮者
自立支援金とは
総合支援資金の再貸付が終了する等により、
特例貸付を利用できない世帯に対して、就労に
よる自立を図るため、またそれが困難な時は生
活保護の受給へつなげるため支給するものです。

□対象となる方は
緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世
帯で、以下の要件をすべて満たす世帯
１．収入が①＋②の合計額を超えないこと
①市町村民税の均等割が非課税となる収入額
の１/１２
②生活保護の住宅扶助基準額
２．資産が上記①の６倍以下（ただし１００万
円以下）

３．今後の生活の自立に向けて、下記のいずれ
かの活動を行うこと
◇公共職業安定所に求職の申し込みをし、誠
実かつ熱心に求職活動を行うこと
◇就労による自立が困難であり、この給付終
了後の生活の維持が困難と見込まれる場合
には、生活保護の申請を行うこと

□給付額は
１か月ごとに以下の額を支給
１．単身世帯　　　　６万円
２．２人世帯　　　　８万円
３．３人以上世帯　１０万円

□給付期間は　最長３か月間

□申請期限は　令和３年８月３１日まで

□申請方法は
申請書に必要書類を添えて提出

□申請に必要なものは
◇申請書
◇申請時確認書
◇再貸付に係る借用書の写し等
◇収入が確認できる書類の写し
◇本人確認書類の写し
◇求職受付票（ハローワークカード）の写し
◇振込先の金融機関の口座の通帳等の写し
※上記以外にも書類が必要となる場合もありますので、お問い
合わせください。

一定の要件を満たす生活困窮世帯に
支援金を給付します

市民生活部社会福祉課
☎22-1340

３．新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について

追加応援支援金の給付例

◆給付限度額について
連続する３か月間の平均売上額（①）と給付合計額（②）の合計額が前年同月比の
平均売上額（③）を上回らない金額となります。

３か月間の平均売上額（①）
２０万円 ＋

給付合計額（②）
２０万円

前年同月の平均売上額
４５万円…（③）≦

第２弾中小企業等事業継続応援支援金 １０万円〔１事業者あたり１０万円〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＋
緊急事態宣言に伴う追加応援支援金 １０万円〔２０万円以上３０万円未満の減収で１０万円に該当〕
 ※本ページ右上 □給付額は を参照

　　　　　給付合計額 ２０万円…（②）

【連続する３か月間の平均売上額２０万円（①）、前年同月の平均売上額４５万円（③）の場合】


